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情報あらかると

『
▼
申
し
込
み
』

中
の
『
Ｇ
』
は
『
グ
ル
ー
プ
』
の
略
で
す

『
▼
問
い
合
わ
せ
』

さ
れ
る
制
度
で
す
。

※
一
部
保
険
料
を
納
付
し
な
か
っ
た
場
合

は
、
そ
の
期
間
の
一
部
免
除
が
無
効

（
未
納
と
同
じ
）
と
な
る
た
め
、
将
来

老
齢
基
礎
年
金
の
額
に
反
映
さ
れ
ま
せ

ん
。
ま
た
、
障
が
い
や
死
亡
と
い
っ
た

不
慮
の
事
態
が
発
生
し
た
場
合
に
、
障

害
基
礎
年
金
・
遺
族
基
礎
年
金
が
受
給

で
き
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

▼
手
続
き
に
必
要
な
も
の

年
金
手
帳
ま

た
は
納
入
通
知
書
、
印
鑑
、
失
業
の
場

合
は
『
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
』
、

ま
た
は
『
雇
用
保
険
被
保
険
者
離
職
票
』

の
写
し

※
転
入
な
ど
に
よ
り
、
所
得
が
確
認
で
き

な
い
場
合
は
、
源
泉
徴
収
票
、
所
得
証

明
書
の
写
し
な
ど
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

※
申
請
者
ご
本
人
の
ほ
か
、
配
偶
者
・
世

帯
主
の
方
も
所
得
基
準
の
範
囲
内
で
あ

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

◎
若
年
者
納
付
猶
予
制
度

歳
以
上

歳
未
満
の
方
で
、
同
居

２０

３０

し
て
い
る
世
帯
主
の
所
得
に
か
か
わ
ら

ず
、
本
人
と
配
偶
者
の
所
得
要
件
に
よ

り
、
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
を
猶
予

す
る
制
度
で
す
。

納
付
猶
予
期
間
は
、
将
来
受
け
取
る

年
金
の
受
給
資
格
期
間
に
含
ま
れ
ま
す

が
、
年
金
額
に
反
映
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
、

年
以
内
で
あ
れ
ば
保
険
料
を
追
納

１０（
後
払
い
）
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▼
手
続
き
に
必
要
な
も
の

免
除
申
請
の

手
続
き
に
必
要
な
書
類
と
同
じ

国
民
年
金
の
保
険
料
の
免
除
や
猶
予
を

受
け
ず
保
険
料
が
未
納
の
状
態
で
、
万
が

一
、
障
が
い
や
死
亡
と
い
っ
た
不
慮
の
事

態
が
発
生
す
る
と
、
障
害
基
礎
年
金
・
遺

族
基
礎
年
金
が
受
給
で
き
な
い
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
保
険
料
を
納
め
る
の
が
困
難
な

場
合
は
、
早
急
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

◎
免
除
制
度

▼
全
額
免
除
制
度

前
年
の
所
得
に
基
づ

き
、
保
険
料
の
全
額
（
月
額
１
万
４
千

円
）
を
免
除

４１０
※
全
額
免
除
の
期
間
は
、
全
額
納
付
し
た

と
き
に
比
べ
、
年
金
額
が
３
分
の
１
と

し
て
計
算
さ
れ
ま
す
。

▼
一
部
納
付
（
一
部
免
除
）
制
度

前
年

の
所
得
に
基
づ
き
、
保
険
料
の
一
部
を

免
除
（
一
部
は
納
付
）

※
一
部
納
付
は
３
種
類
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ

の
納
付
額
と
年
金
額
の
計
算
は
次
の
と

お
り
で
す
。

煙
４
分
の
１
納
付
（
納
付
額
３
千

円
・

６００

年
金
額
は
２
分
の
１
）

煙
２
分
の
１
納
付
（
納
付
額
７
千

円
・

２１０

年
金
額
は
３
分
の
２
）

煙
４
分
の
３
納
付
（
納
付
額
１
万

円
・

８１０

年
金
額
は
６
分
の
５
）

※
一
部
納
付
（
一
部
免
除
）
制
度
は
、
保

険
料
の
一
部
を
納
付
す
る
こ
と
に
よ

り
、
残
り
の
保
険
料
の
納
付
が
免
除

国
民
年
金
保
険
料
を
納
め
る
の
が

困
難
な
場
合
は

～
保
険
料
の
『
免
除
制
度
・
猶
予
制
度
』

を
利
用
し
ま
し
ょ
う
～

◎
学
生
納
付
特
例
制
度

大
学
、
大
学
院
、
短
大
、
高
等
学
校
、

専
門
学
校
（
一
部
適
用
に
な
ら
な
い
学

校
が
あ
り
ま
す
）
に
在
学
す
る

歳
以

２０

上
の
学
生
で
、
学
生
本
人
の
前
年
度
所

得
が

万
円
以
下
（
扶
養
親
族
の
数
な

１１８

ど
に
よ
り
異
な
り
ま
す
）
で
あ
れ
ば
申

請
に
よ
り
国
民
年
金
保
険
の
納
付
が
猶

予
さ
れ
ま
す
。

特
例
期
間
は
、
将
来
受
け
取
る
年
金

の
受
給
資
格
期
間
に
含
ま
れ
ま
す
が
、

年
金
額
に
反
映
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
、
１０

年
以
内
で
あ
れ
ば
保
険
料
を
追
納
（
後

払
い
）
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▼
手
続
き
に
必
要
な
も
の

年
金
手
帳
ま

た
は
納
入
通
知
書
、
印
鑑
、
学
生
証
の

写
し
ま
た
は
在
学
証
明
書

▼
手
続
き
場
所

国
保
・
年
金
グ
ル
ー
プ

（
市
役
所
１
階

番
窓
口
）
ま
た
は
各

１０

支
所

▼
問
い
合
わ
せ

国
保
・
年
金
Ｇ

（
緯
碓８５
２
１
３
７
）

排
水
設
備
工
事
指
定
店
の
営
業
所
が

移
転
し
ま
し
た

▼
工
事
指
定
店
名

㈲
大
進
（
室
蘭
市
海

岸
町
１
丁
目

−

・
緯
碓２３
６
６
８
１
）

２０

４１

▼
問
い
合
わ
せ

下
水
道
Ｇ

（
緯
碓８５
９
０
５
２
）


